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銀行の内部格付制度の実態

エグゼクティブ・サマリー

１．本レポートの目的

バーゼル委員会は、1999年 6 月公表の「新たな自己資本充実度の枠組みに関

する市中協議用ペーパー」の中で、内部格付をベースとする自己資本規制のア

プローチ（「内部格付アプローチ」）を開発することは、自己資本合意の見直し

に向けて様々な角度から行っている努力の重要な一要素であると述べた。特に、

委員会は内部格付をベースとする自己資本規制は、銀行のポートフォリオが抱

えるリスクの水準により感応的である可能性があり、また、業界全体にわたる

リスク管理実務を改善するインセンティブを与えることができると述べた。こ

れらは、自己資本合意の見直しに向けて掲げられた目標と整合的である。委員

会はまた、内部格付には、外部信用評価機関にとって通常は入手が不可能であ

る補足的な顧客情報を織り込むことができると述べた。従って委員会は、標準

的アプローチと並ぶ選択肢として内部格付アプローチを提示するに当たり、銀

行が内部的な信用リスク管理・測定技術を一段と向上することになろうと期待

している。

1999年春、委員会のモデル・タスクフォースは、銀行の内部格付制度やプロ

セスについて調査を開始するともに、内部格付を規制体系に関連付ける諸々の

方法を評価するという任務を与えられた（内部格付とは、個々の信用に付随す

る固有リスクを集約的に示す指標を意味する。通常、格付は、ある借り手が約

定どおり支払いを行わないことから損失が生じるリスクを当該借り手や与信形

態の性質に照らして審査した結果を表している。格付制度は、概念的な方法論、

管理プロセス、および格付の付与に関係する諸システムを意味する）。モデル・

タスクフォースは現在、上記の目標に沿ってこの任務を果たすべく作業を行っ

ている。これは、現行の銀行実務および監督実務の許す範囲内で、信用リスク

に対する所要自己資本額を銀行の内部格付に基づいて算出する方向に迅速に移

行するための発展性のある枠組を開発する作業である。本アプローチには、銀

行のリスク管理実務の改善を反映するための、現在および今後開発される一連
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の段階的改善により、今後の各銀行におけるリスク感応度の向上を考慮に入れ

るものである。本レポートは、モデル・タスクフォースがこの発展的アプロー

チを開発するために現在行っている作業の経過報告であり、格付制度やプロセ

スに係る実務の現状および（同様に重要である）銀行全般における関連実務の

範囲を検証したものである。

モデル・タスクフォースは、この任務を与えられて以来、銀行の内部格付制度

に関する情報の収集、および、本分野における「ベスト・プラクティス」なら

びに一般的なサウンド・プラクティスの検証に専心してきた。モデル・タスク

フォースは昨春、情報収集の一環として、各国監督当局によって高度な内部格

付制度を有していると認められたG10諸国の約 30の銀行を対象としてサーベイ

を行った。本サーベイの結果は、銀行およびその他の業界実務家が昨年 9 月と

10 月に行った一連の詳細なプレゼンテーション、ならびにモデル・タスクフォ

ースの個々のメンバーが行っている継続的な作業の結果により補足されている。

これらの調査結果は、自己資本規制において内部格付アプローチを如何に構築

するか、また、内部格付アプローチを用いる際の要件として銀行が励行すべき

健全実務の基準や指針はどうあるべきか、といったことについて更なる作業を

行うに当たり、モデル・タスクフォースの考え方に明快な方向性を与えること

になろう1。委員会はまた、これらの調査結果から、信用リスク管理に係るサウ

ンド・プラクティスおよび同分野の望ましい発展について、重要な示唆が得ら

れると考えている。

従って委員会は、現段階において本ペーパーを公表し、ここに示されている実

態が様々な銀行や国の実態を真に反映しているか否かを業界に問うこととした。

特に、委員会は以下の点に関するフィードバックを期待する。

・ 示されている実態は、「ベスト・プラクティス」ないし「サウンド・プラ

クティス」にどの程度合致しているか。

・ 銀行の格付プロセスの重要な要素が省略されている、もしくは十分に記

                                                  
1 本ペーパーの目的は、1999年央現在における実務状況の断面を伝えることにある。モデ
ル・タスクフォースは、本分野における進歩が急速であることを認識しており、従って、
自己資本規制における内部格付アプローチを開発・精緻化してゆくに当たっては、格付の
システムとプロセスの発達を継続的にモニターしてゆく所存である。
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述されていないことはないか。

・ 一部の要素 ─ 例えば、デフォルト時の損失発生率（loss given default）

を定量化する際に、多くの銀行が直面しているデータ面の制約 ─ に関

するモデル・タスクフォースの暫定的結論は公正かつ合理的であるか。

本ペーパーに対するコメントは、2000年 3月 31日迄にバーゼル委員会事務局

（Basel Committee Secretariat, Bank for International Settlements, Basel, Switzerland,

CH 4002）に寄せられたい。

２．調査結果の要約

モデル・タスクフォースの行った調査は、銀行の内部格付制度の構成、手法、

および適用のあり方の類似性と差異を浮き彫りにした。注目に値するのは、現

時点では内部格付制度の設計や運用について単一の基準が存在しない一方、サ

ーベイやプレゼンテーションにおいて示されたアプローチの数は極く限られて

いたということである。本レポートにおいては、個々のアプローチの利点を判

断することは目的とせず、それらのアプローチの主要な要素を明らかにする努

力を行うとともに、それらのプロセスが時間の経過とともに明確に定義された

一連のサウンド・プラクティスに発展してゆく可能性について論じる。

我々の分析によりカバーされる銀行は、規模が大きく、多様な業務を行ってい

る国際的な銀行である。但し、より専門分野に特化した銀行も少数含まれてい

る。サンプル行の選択は、潜在的な政策上の論点ないし考慮事項の実態を把握

する意図をもって行われた。関心の対象となったのは、格付制度の構成の多様

性、その発展度合いの差異、格付情報の利用状況、格付の対象となるポートフ

ォリオ、格付の付与に際してエキスパートの判断と統計的モデルの何れにより

大きく依存しているか、といった点である。これらの点は、各国の事情という

よりも各行の事情に左右される要素が強い。

以下のパラグラフにおいて、対象銀行の格付制度の構成について我々が取り敢

えず把握した簡潔な概要を示す。

・ サーベイの結果、格付システムは共通の要素をかなり有していることが
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明らかになった。例えば、（a）銀行は格付の付与に際し、借り手の貸借対

照表・損益計算書・キャッシュフロー計算書など、同様のタイプのリス

ク要素を考慮の対象としている。しかしながら、これらの要素の相対的

なウェイトや、定量的考慮と定性的考慮の割合などは、サーベイ対象行

の間で区々であり、場合によっては、同一銀行においても借り手のタイ

プによって異なる。（b）格付の対象が借り手であれファシリティ（信用

供与の形態）であれ、また双方であれ、サーベイ対象銀行の殆どは取引

相手を審査した結果に基づいて格付を行っている。個々のファシリティ

に格付を付与している銀行は、格付対象取引の個別の特徴により齎され

るリスクの度合いも考慮している。また、借り手のみに格付を付与して

いる銀行の一部では、信用リスクに対し経済合理性に適った資本を配分

する際にファシリティの特徴をも考慮しているように窺われる。（c）格付

により得られた情報は、経営陣への報告やプライシング、限度枠の設定

など、サーベイ対象行においてほぼ同様のプロセスで利用されている（な

いし利用される予定になっている）。

・ 内部格付制度の構成や運営については単一の標準が存在しないように窺

われるものの、用いられているアプローチは少数であることがサーベイ

により明らかになった。これらのアプローチはいずれも、専門職員の判

断に重きを置いた制度と、統計的モデルのみに基づいた制度の両極を結

ぶ連続的な線の上に位置しているといえる。

・ サーベイの結果、銀行実務の相違がより明確であると思われる分野が幾

つか明らかになった。格付区分別の損失特性を定量化する際の手法がそ

の一例である。銀行がリスクを定量化する際も、また、最終的に監督当

局が銀行の内部格付の合理性を評価する際も、依然としてデータの制約

が障害となっている（しかしながら、サーベイの示唆するところによれ

ば、一部の銀行においては、特定のマーケットセグメントにつき過去数

年間のデータを内部的に収集・分析する能力が向上しつつある）。
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３．主要な論点

モデル・タスクフォースがこれまでに収集した情報によれば、自己資本規制に

おける内部格付アプローチの開発に大きな意味を持ち得る問題として浮上した

幾つかの重要な論点については、更なる作業を行い、理解を深めなければなら

ない。

・ 測定上の重大な不安定要因、および、損失特性を定量化するために銀行

が用いる技術とデータソースの多様性は、少なからず測定の不整合性お

よび（and/or）測定誤差の原因となる。この点については、内部格付アプ

ローチの枠組の中で明確に配慮する必要がある。

・ 損失特性（ある格付の債務者がデフォルトする確率、そうしたデフォル

トの発生時に被り得る経済的損失、当該債務者に対するデフォルト時の

エクスポージャーの予想水準等の関連するパラメータ、等）を推計する

際に銀行が用い得るデータソースや技術が比較的限られているように窺

われる。さらに、これらのデータソースは相互に潜在的に極めて大きな

不整合を有すると考えられる。特に、デフォルト確率（probability of default、

PD）やデフォルト時損失率（loss-given-default、LGD）を測定するために

用いる生データの記録に際しては、それぞれのデータソースや銀行が「デ

フォルト」や「損失」について異なる定義を用いている可能性は明らか

である。

・ 銀行は一般に、自らのエクスポージャーに係る LGD推計値を算出する際、

取引相手の PDを推計する際を上回る困難を経験していると思われる。サ

ーベイ対象行の約半数が取引のリスクを明示的に考慮していることを示

している（考慮の仕方は、債務者および取引固有の特性を反映した単一

の案件格付によるか、ないし債務者およびファシリティの双方のグレー

ドを含んだ 2次元の格付システムによる）一方で、これらの銀行のうち、

デフォルトが発生した際の各取引ごとの回収率を明示的に評価する独立

の LGD評価を開発していたのは少数に止まった。

・ 一般に、銀行が内部格付の付与に際して考慮する一連の要素は共通して

いるが、その際に用いるアプローチは大きく異なる。従って、恐らくは
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監督当局も一様のアプローチでレビューや評価を行うことはできないで

あろう。

・ 多数のサーベイ対象行は明らかに高度なリスク測定能力を身につけてい

るものの、そうした測定システムから生み出された情報が当該銀行のリ

スク管理において真に不可欠な要素として組み込まれているかどうかは、

現時点では必ずしも明らかではないケースが見られる。

４．内部格付アプローチの考えられる構成

上述のとおり、本ペーパーに紹介する調査結果は、内部格付をベースとする自

己資本規制のアプローチを如何に構成し得るか、また、内部格付アプローチの

使用を認める際の要件としてどのようなサウンド・プラクティスの基準や指針

を満たすことを銀行に求めるか、といった点について更なる作業を行なうに当

り、モデル･タスクフォースの考え方に明快な指針を与えることになろう。そう

した枠組の運用方法について詳細を述べることは本ペーパーの目的をはるかに

超えており、詳細を述べるための提案書の作成はモデル･タスクフォースと委員

会において現在行われている。しかしながら、本ペーパーに含まれている情報

に適切な脈絡を与えるため、内部格付アプローチを基本要素に分解してみるこ

とは有益である。我々が現在行なっている銀行実務の分析によれば、内部格付

アプローチの基盤は以下の要素から成り立っていると思われる。

・ 借り手のデフォルト・リスクに係る当該銀行の評価。本評価は、当該借

り手に付与される内部格付、および同格付に付随する測定可能なリスク

特性に反映される。

・ 特定の格付内のエクスポージャーを自己資本規制上のバケットに配分す

るシステム。これは、（殆どのポートフォリオの場合、）借り手のデフォ

ルト、デフォルト時の損失発生率、およびその他の資産特性（銀行自身

が推計、もしくは監督当局がパラメータを付与）に対して銀行が有する

定量化可能な概念をベースに行なわれる。

・ 自己資本規制上の各バケット間の相対的なリスク度に基づく同バケット
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に係る自己資本賦課手法の開発

・ 格付制度やプロセスの主要特性など、格付プロセスの主要な要素に関す

るミニマム・スタンダードやサウンド・プラクティスの指針、および

・ 本アプローチを有効にする監督上のプロセス。これにはエクスポージャ

ーに潜在するリスクに関する全ての所要情報が格付に反映されているか、

格付付与のプロセスは当該格付の正確さを確保するものか、格付の前提

となる損失推計手法は銀行相互間において、また国際的および時系列的

に一貫性を有し、かつ比較可能であるか、といった点を確認する方法を

含む。

我々は、上記の基盤に新たな要素や精緻化を加える所存である。委員会が最初

の内部格付アプローチを提案するために設けた時間的枠組の中で、全ての点に

ついて精緻化を行なうことは不可能であるかもしれないが、それらを銀行実務

および監督実務の実態に即して漸次織り込んでゆくことは可能であろう。また、

それらの要素の一部は、個々の銀行に実務の改善がみられた場合は監督上の評

価の対象とする、というかたちで最初の構成とプロセスの中に組み入れること

もできる。そうした要素には以下のものが含まれる。

・ その他の資産特性を考慮するために、構成の次元数を増やす。

・ 各次元における測定の単位を更に細分化する。

・ 銀行が提示するデータ収集やデータの質がより正確になるに応じて、主

要な入力情報の推計に対する銀行裁量の度合いを拡大する。

・ 複雑な取引手段の取扱いを更に精緻化する。

上に概略を述べた枠組は、マーケット･リスク規制や他の自己資本規制見直し

の側面と同様、漸進的、発展的なアプローチを提供するものである。当初のア

プローチは、銀行および監督当局が現在直面している制約を考慮する一方で、

（一時点における銀行間の比較において、および同一銀行が時間の経過ととも

に達成し得る）より洗練された信用リスク分析手法をも前提とするものとなっ

ている。委員会は本アプローチの形成に当り、銀行に対し信用リスクの測定・

管理実務を更に改善するインセンティブを与えることを企図している。また、
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モデル・タスクフォースは、内部格付アプローチの構成や要件が銀行内部で適

切に設定されている信用リスク管理実務を阻害することのないよう十分に注意

を払う所存である。モデル・タスクフォースは、内部格付アプローチにより信

用リスク管理実務が阻害されるようなことが起これば、内部的な信用リスク管

理規律が低下し、リスクの測定・管理に係る革新へのインセンティブが減少し、

規制上の自己資本の裁定（regulatory capital arbitrage）に対するインセンティブが

潜在的に増大するなど、望ましくない結果が多々生じると考える。

５．本ペーパーの構成

本ペーパーの本文は、以下のとおり構成されている。

・ パート 1 においては、内部の信用リスク格付のプロセスの背景にある主

要な概念を紹介し、信用リスクに対して自己資本を賦課する内部格付を

ベースとするアプローチの考え得る要素を簡潔に述べる。

・ パート 2 においては、サーベイ対象行における、格付システムの構成の

実態について論じる。例えば、（a）格付区分の数、（b）債務者、ファシリ

ティ、ないし双方の何れに焦点を置くか、（c）格付を付与するプロセスと

方法論（定量的ないし定性的要因への依存度、スコアカード等の統計手

段の利用、信用リスク削減手法の格付プロセスへの組入れ、等）

・ パート 3 においては、銀行が各格付毎の損失特性を主としてどのような

手法により推定しているかを検証する。

・ パート 4 においては、内部格付の適用範囲を含め、格付プロセスの整合

性に関する諸点について論じる。

・ パート 5 においては、プライシング、報奨体系、リスク調整後の業績評

価など、銀行が内部格付を如何に利用しているかを検証する。

・ パート 6においては、監視・統制機能に係る諸点を取り上げる。

・ 最後のパート 7 においては、我々の今後の作業予定について述べ、考え

られる内部格付アプローチの自己資本規制の枠組みについて詳細を開発
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していくに当たり、考慮すべき幾つかの重要な点について述べる。


